
(７)

30万円
（150万円）

80万円
（200万円）

130万円
（250万円）

180万円
（300万円）

225万円
（350万円）

262.5万円
（400万円）

30万円
（150万円）

80万円
（200万円）

130万円
（250万円）

0万円
（50万円）

0万円
（50万円）

0万円
（50万円）

夫

妻

夫

妻

※夫婦２人世帯の場合、夫の年金収
入の額で判定すると、収入が168
万円以下は７割軽減、192万５千
円以下は５割軽減、238万円以下
は２割軽減です。
※表２の判定方法により、 は
30,201円、 は8,629円が軽減さ
れています。

幌
延
町
に
お
住
ま
い
の
方
の
保

険
料
率
は
、平
成
20
･
21
年
度
に
お

い
て
、
年
間
、
均
等
割
額
が
４
万

３
、
１
４
３
円
、
所
得
割
率
が

９
・
63
％
で
す
。

こ
れ
は
、
11
月
22
日
開
会
の
広

域
連
合
議
会
で
制
定
さ
れ
た
保
険

料
条
例
で
決
ま
っ
た
も
の
で
す
。

所
得
が
低
い
世
帯
の
被
保
険
者

は
、
世
帯
全
体
の
総
所
得
金
額
等

の
状
況
に
応
じ
て
、
均
等
割
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。【
表
２
】

ま
た
、
加
入
す
る
前
日
ま
で
、

被
用
者
保
険
の
加
入
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
た
方
は
、
こ
れ
ま
で
保
険

料
の
負
担
が
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
激
変
緩
和
の
た
め
、２
年
間
、

所
得
割
が
か
か
ら
ず
、
均
等
割
額

が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

こ
れ
ら
の
方
は
、
平
成
20
年
度
は

特
例
と
し
て
保
険
料
を
９
月
ま
で

徴
収
せ
ず
、
そ
の
後
の
半
年
は
均

等
割
額
の
１
割
と
な
る
２
、
１
０

０
円
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
災
害
な
ど
で
重
大

な
損
害
を
受
け
た
と
き
や
特
別
な

事
情
で
生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

方
は
、
広
域
連
合
に
申
請
す
る
こ

と
で
、
保
険
料
が
減
免
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
原
則
、
介
護
保
険

料
と
同
様
に
、
年
金
か
ら
自
動
的

に
納
付
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
年
金
受
給
額
が
年
額

18
万
円
未
満
の
方
や
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
の

合
計
額
が
年
金
受
給
額
の
２
分
の

１
を
超
え
る
方
は
、
各
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
納
期
ご
と
に
、
納

付
書
な
ど
の
方
法
で
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

幌
延
町
に
お
住
ま
い
の
被
保
険

者
が
１
年
間
に
支
払
う
保
険
料
額

は
、
下
記
の【
表
３
】を
参
考
に
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
の
年
間
の
限
度

額
は
、50
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６
０
１
‐
５
６
０
２

町
民
課
生
活
環
境
グ
ル
ー
プ

５
‐
１
１
１
１


